
日 銀 シ ス 第 ７ 号 

２０１９年２月１２日 

日 銀 ネ ッ ト 利 用 先 

日銀ネット利用金融機関等 

 

日 本 銀 行 

 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則 

（共通事務）」の一部改正等に関する件 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧」（以下「金

融機関等コード一覧」といいます。）について、日銀ネット利用先および日銀

ネット利用金融機関等における管理負担の軽減を図る観点から貸与物件（注１）

としての取扱いを取止めること等に伴い、標記規程の一部を別紙のとおり

改正し、本日から実施することとしましたので、通知します。 

つきましては、冊子形式により２０１９年２月８日までに交付された金融

機関等コード一覧のうち、下記のコード一覧については、裁断等の方法によ

り確実に廃棄してください。また、今後、下記のコード一覧を参照する際は、

日本銀行ホームページの「業務上の事務連絡」に関するページ 

(http://www5.boj.or.jp)よりご覧ください（注２）。 

なお、金融機関等コード一覧のうち、「日本銀行金融ネットワークシステ

ム・金融機関等コード一覧（海外預り金勘定）」（以下「海外預り金コード一

覧」という。）については、本改正後の取扱い方法について、次の海外預り金

コード一覧の全面改正の際に、その交付先に対して、ご連絡する予定です。

それまでの間、お手元の海外預り金コード一覧につきましては、引き続きご

活用ください。 

 

記      

御中 

http://www5.boj.or.jp/


１．「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧 

（当座勘定取引および当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」 

２．「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧 

（外国為替円決済制度関係事務）」  

３．「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧 

（国債関係および国債資金同時受渡関係事務）」 

４．「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧 

（振替社債等資金同時受渡関係事務）＜株式会社証券保管振替機構用＞」 

 

（注１）「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧（当座勘定取引お

よび当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」、「日本銀行金融ネットワークシステ

ム・金融機関等コード一覧（外国為替円決済制度関係事務）」、「日本銀行金融ネッ

トワークシステム・金融機関等コード一覧（国債関係および国債資金同時受渡関

係事務）」、「日本銀行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧（振替社

債等資金同時受渡関係事務）＜株式会社証券保管振替機構用＞」または、「日本銀

行金融ネットワークシステム・金融機関等コード一覧（海外預り金勘定）」をいい、

利用業務に応じて、貸与しているコード一覧は異なります。 

（注２）緊急で連絡する必要が生じた場合には、本行が FAX（Fネット）等により連絡を

行う場合もあります。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 照会先：日本銀行システム情報局 システム企画課 総務グループ 

     （ＴＥＬ：０４２‐３５９‐１０１１） 

 


